
【page 1／ No. 23／2007年５月９日●通巻第47号】

反 改 憲 運 動 
通
信〒101-0061東京都千代田区三崎町3-1-18 近江ビル４階

TEL : 03-5275-5989／ FAX : 03-3234-4118
E-Mail : han-kaiken@alt-movements.org
Website : http://www.alt-movements.org/han-kaiken/
年間定期購読料　4,000円（2006. 5～2007. 4）
郵便振替　00190-7-11558　「反改憲」運動情報通信

１部 200円 
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  No. 232007. 5. 9

　戦後憲法施行60年の５月３日、任期中に改憲すると宣言
して首相となった安倍晋三は、この日首相談話を発表した。
　まず、彼は戦後の国民と憲法を賛美してみせる。「戦後我
が国は、国民一人一人の優れた英知と不断の努力により、幾
多の困難を乗り越えて、今日の平和と繁栄を築いてまいりま
した。この間、国民主権と民主主義、自由主義と基本的人権
と国際協調主義という現行憲法の基本原則は広く国民に浸透
し、我が国の今日の姿を築く上で極めて大きな役割を果たし
てきました」。その上で、時代状況の大変化を強調してみせる。
　「一方、今日の我が国の社会は、経済のめざましい発展やグ
ローバル化、科学技術の急速な進歩、国民意識の多様化など、
憲法制定時には想像もつかなかったような大きな変化に直面
するとともに、我が国を取り巻く国際社会の枠組も大きく変
わってきています。憲法を頂点とした、行政システム、国と
地方の関係、外交・安全保障などについての基本的枠組みは、
このような大きな変化についていけなくなってきておりその
見直しが迫られています。また、地球環境問題などの新たな
課題への取り組みが急がれるとともに、次代を担う若者が、
公共の精神や自律の精神、生まれ育った地域・国に対する愛
情や責任感を持つことをも重要であると考えます」。
　このように、戦後憲法は「古くなった」というイメージを演
出し、あたりさわりのない表現で、本当に古臭い戦前の「愛
国心憲法」の必要を論ずるのである。
　さらに、こう語ってみせるのだ。
　「このような情勢の中で現行憲法の基本原則を原点にさか
のぼって大胆に見直し、新しい日本の姿の実現に向けて憲法
について論議を深めることは、新しい時代を切り拓いていく
精神へとつながるものであります」。
　「現行憲法の基本原則」が「不変の価値」であり、「原点」で

あるなら、それこそが賛美されるべき戦後国家・社会＝「戦
後レジーム」をつくりだしたというのなら、どうして「戦後レ
ジームを原点にさかのぼって大胆に見直」さなければならな
いのか。まったく論理になっていないではないか。
　この談話の最後の言葉はこうである。
　「憲法施行60年の節目に当たり、世界の人々があこがれと
尊敬を抱き、子どもたちの世代が自信と誇りを持つことがで
きるような新しい日本の姿の実現へ向けて、憲法の基本原則
を深く心に刻んで、更に前進する決意を新たにするのであり
ます」。
　「憲法の基本原則を深く心に刻ん」だ改憲プランを安倍た
ちは本当に準備しているのか。改憲案のベースにすると安倍
が公言しだしている自民党新憲法草案は、主権者国民が国家
の権力者の恣意的支配を許さないようにしばるためのもので
あるという立憲主義の原則を逆転させている。国への「国民
の責務」なるものが強調され、非武装国家の原則を武装国家
に転じ、戦争のために人々の人権を国家が踏みにじるのは当
然とする内容である。平和主義・民主主義・人権主義という
戦後憲法を破壊する内容が、民主主義･人権･平和主義のベー
ルをかぶせたまま提示されているのである。
　マスコミの世論調査は、九条改憲反対の声の拡大を伝えて
いるが、それは日米安保条約や自衛隊容認論を前提にした
「反対」論の増大でもある。九条改憲に反対しているマスメ
ディアも、その流れに棹さす傾向は増大している（『朝日新
聞』の５月３日の21の社説を見よ！）。こうした状況下、絶
対非武装憲法の原則の実現という方向を、また多様な反改憲
の主張の交流を実現するメディアづくりの持続をめざして、
私たちは通信の第３期に突入する。あらためての定期購読
を！　　　　　　　　　　　　　　　　（天野恵一／事務局）

「謝る先を間違えた」（朝日新聞）訪米の後、安倍は
175人の財界人から成る訪問団を従えて中東訪問。サ
ウジのアブドゥッラー国王に対して、沖縄・平安座島
の石油備蓄基地の使用を提案した。地元企業の業績が
低迷して原油処理を停止した経緯もあって、沖縄でも
好意的に報道されたようだ。▶日本は去年、アメリカ
のイラン制裁に追随して、長年持っていたイラン・ア
ザデガン石油の開発権益の大部分を手放した。だから

サウジとの関係強化を計るって、何て露骨で浅はかな
資源外交だ。▶国単位のエネルギー政策なんか話題に
するのも面映ゆいが、石油に依存した生活をしたくな
くてもさせられている我が身であれば、「日本独自の資
源外交」を認めないアメリカとの二国間関係を何より
も優先する外交政策なんか、断固ノーだ。これだけの
「国辱」に甘んじながら、「国民の手で」憲法を作ろうと
力む自己撞着。こんな連中、治世者失格だ。　　　（亜）

破壊を継承とイメージ操作する安倍政権と対決しよう！
－－－第３期の定期購読を！－－－
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　５月３日、名古屋市公会堂で「憲法施行60周年記念市民の
つどい　歴史を見すえて憲法をいかす」と題して、愛知憲法
会議の主催で講演集会が行われた。
　会場には3000人を超える人が集まり、ホールに入れなか
った人は別に会議室が用意され、映像が流された。
　午後１時、司会者の「今、歴史を見直すといわれているが、
60年の今こそ平和を考えるときです」との発言で始まり、愛
知県弁護士会会長の村上文夫さんは、「なにものにも増して
平和が一番大切だ。戦争は最大の人権侵害だ。この講演が、
憲法の価値基準になればいい。」とあいさつがあった。
　司会の紹介を受け、姜尚中さんが登壇する。
　「今の状況は、10年前と違って、憲法のことを考えたり、
『護憲』と言ったりすることに緊張がある。市民が憲法につ
いて語りにくくなっている」と第一声。「今の日本は有無を言
わさない暴力が徘徊している」と危機感を語り、『日本が変わ
れば我々は身構える』と題したタイ新聞の記事を紹介して、
日本のみならず「改憲」がアジア諸国にも脅威になっている
ことを強調された。
　朝鮮半島の問題について、「日本は朝鮮民主主義共和国（以
下北朝鮮）と国交を回復し、６者国協議を通じて核問題を解
決し、４者協議で休戦協定を平和協定にするべきだ。憲法9
条と前文を活かし多国間の会議の中で問題を解決していくこ
とが時代に合っており、東北アジアに平和と秩序を生み出し

ていくことになる。現在、65万の在日の人々が３世代も４
世代も苦しみを受けているが、和解の基盤ができれば、在日
が在日として誇りを持った生き方ができる」。そして憲法に
ついて、「１条と９条、日米安保は三位一体のものになってい
る。国体の護持の１条を受け入れるなら平和憲法を受け入れ
ることになる。私は憲法に育ててもらった」と結んだ。
　休憩の後、名古屋を中心に平和運動をしている、三線やそ
すけさんの「やそすけ“命どぅ宝”ライブ」が津軽三味線の使
い手、西出百合香さんとのジョイントで行われた。「ズンド
コ節」「安里屋ユンタ」「スミレの花」などが披露され、最後は
全員で「花」を唱和した。
　閉会挨拶は、愛知憲法会議事務局長で名古屋大学法学部教
授でもある、本秀紀さんが、「今の改憲の動きはこれまでと違
った重要な状況だ。政府は自由と民主主義から脱却し、国を
縛るはずの憲法から、国民を縛るためのものに変えようとし
ている。保守の人とも話ができるように、引き出しを多く用
意しておくことが必要だ」として、そのための連続学習会を
開くことを提起して集会を終えた。
　「改憲」を声高に叫ぶ安倍政権への危機感か、憲法改正手続
法が国会審議中ということもあってなのか、今年の憲法集会
は例年になく盛会であった。集まった一人ひとりが「改憲阻
止」の力になることが求められている時期なのだと思う。

（戸川まさえ／有事法制反対ピースアクション）

報告◉名古屋▶憲法記念集会で姜尚中氏が講演

　５月３日、憲法施行60周年のこの日、東京・日比谷公会堂
では「改憲手続き法はいらない　５・３憲法集会」が開かれた。
「自分の任期中に憲法改正」と豪語する安倍首相の下で改憲
手続き法案審議の強行、「集団的自衛権」行使に向けた「有識
者懇談会」の設置など、憲法改悪のための政治過程が急速に
煮詰まっていく中で、開かれたこの日の集会にはこれまでの
７回で最高の6000人が会場内外に詰めかけた。
　主催者を代表して発言した鈴木伶子さん（キリスト者平和
ネット）は、「『武力で平和を作れない』ことはますます明らか
になっている。軍事主義を強めようという動きに立ち向かお
う。憲法前文と９条はこれからの世界の進むべき方向を指し
示している」と強調した。スピーチの第１部では、植野妙実
子さん（中央大教員）と浅井基文さん（広島市立大学広島平和
研究所所長）が問題提起した。植野さんは「権力を制限して
人権を保障する憲法の姿を実現するためには恒久平和が条件
となる」と切り出し「国民が政治の方向を決めるためには反
対意見や多様な声を吸い上げる制度的枠組みが重要であり、
慎重に民意を反映する努力が求められる。日本国憲法の三つ
の原理は世界に誇れるものだ」と訴えた。浅井さんは「日米
軍事一体化の下で進められる９条改憲は、米国の戦争につき
従うことしか意味しない。各種の世論調査でも９条を変える
ことに反対する意見が上回っている」と述べ、あきらめるこ

となく改悪に反対しようと語りかけた。
　オオタスセリさんの歌とコントの後、スピーチの第２部で
は、社会民主党の福島みずほさんと日本共産党の志位和夫さ
んの２人の党首が発言した。福島さんは弁護士として婚外子
差別訴訟や戦後補償訴訟に関わり、憲法を生かす運動に関わ
ってきたことを報告し「何よりも自由と生存のために、戦後
憲法の果たす意味は大きい」と語った。そして「格差拡大と
戦争をする国づくりはコインの裏表」だとして、「女は子ども
を産む機械ではない」「労働者は24時間働かされる者ではな
い」「子どもは品質管理の対象ではない」と改憲派のめざす国
家と社会のあり方を批判した。
　志位さんは、改憲派の主張には新たな矛盾が拡大しており、
闘いの条件が広がっていると前置きして「改憲の目的は米国
と肩を並べて武力行使し、派兵から参戦へと歩を進めること
にある」「安倍政権の中心は日本会議などの右翼『靖国派』で
あり、それが世界とアジアと諸国の警戒心を高めている」「海
外で戦争をする国を支える国民づくりの思想は、男女平等に
も敵対するものだ」と指摘した。
　集会の後、集会参加者を上回る多くの人びとが銀座パレー
ドに合流し、５月の爽やかなひざしの中で、改憲阻止の訴え
を響かせた。　　　　　　　　　　　　（国富建治／事務局）

報告◉東京▶「生かそう憲法 守ろう９条」５・３日比谷
　　　　　　　　　　　　　集会と銀座パレードにこれまでで最大の結集！！
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　今ごろ参議院では改憲手続（国民投票）法案の審議が再開
されているはずです。メディアでは、５月中旬の成立が当然
のように語られていますが、この法案には依然として問題が
山積しています。
＊最低投票率の設定がなく、少数の賛成でも憲法改正が成立
──法案の提案者は最低投票率を設定しない理由として：
（１）ボイコット運動を誘発する
（２）憲法に定めのない要件を加えることは憲法違反の疑
いがある

（３）専門的事項の改正が不可能になること
をあげています。しかし：
【１】ボイコット運動は常に反対の少数派を有利にするわ
けではないので、これは理由として説得的ではありませ
ん。

【２】参考人質疑でも多くの専門家が、最低投票率の定めは
憲法違反ではないと述べています。

【３】国民には専門的事柄について判断する能力がないと
考えるのは、主権者を馬鹿にしています。

＊３年間「凍結」のまやかし──法律の制定から３年間は憲
法改正原案の提出・審査はできないことになっていますが、
提案者の保岡議員は、３年経過前でも「骨子案、要綱ぐらい
までは詰めてもいい」と言っています。つまり国民的関心が

深まるまで国会での憲法改正の審議を「凍結」するというの
はウソで、３年の間に内容を固め、３年経過後直ちに発議す
ることを狙っているのです。すでに自民党は、法案の成立後
から2011年夏には国会で改憲を発議し秋には国民投票を
実施するというスケジュール表を作成しています。「国民投
票法の制定と具体的な憲法改正は切り離す」という説明はウ
ソです。
＊「地位利用」運動禁止の不明確──法案では公務員・教育
者の運動が規制されています。具体的に何が「地位の利用」
にあたるのかの具体的な内容の詰めは法案成立後に先延ばし
することになっています。つまりこの法案さえとおれば、あ
とは改憲派のおもうように規制ができる体制がつくられよう
としています。
　現在の法案は、国民的議論と合意を踏まえた民主的なもの
では全くなく、おもうがままに改憲できるシステムづくりに
過ぎないということがこの間の審議で完全に暴露されていま
す。改憲手続き法案の問題については以下のサイトで、詳し
く解説されています。行動予定もあります。ぜひご参加を！

　改憲国民投票法案情報センター
　http://homepage.mac.com/volksabstimmung/

（今井 晶／事務局）

ここが問題！！★緊迫する改憲手続法案情勢

　会場の入口にこの日の『朝日新聞』が山のようにつまれて、
くばられていた。パネルディスカッションのパネラーの一人
高成田享が朝日新聞の論説委員。自衛隊・安保容認度が高ま
った社説特集の、PRのためにくばられていたようだ。
　まずEU議会社会党グループの英国労働党出身のグリン・
フォードの基調講演。「私たちは何故に“EU憲法”を作ろう
としているのか」というタイトルで、逐次通訳つきの話。
　EUはヨーロッパの内戦を終わらせるために、自らの安全
保障政策をつくることを政治的に緊急の課題としてスタート
したが、70年代に緊急性の認識が弱まり、その後経済的理由
をバネにした動きへと進んだ。米日に対抗する弱い企業をま
とめ、国家主権を超えるスケール・メリットを活かした産業
連合（単一市場）、単一通貨ユーロ路線で世界市場での生き残
りをめざした。そして産業（経済）安全保障のためにも、強い
立場からの国際政治での発言力を保持するためにもEU憲法
条約づくりに向かったのだ。日本のように経済力が巨大なの
に、政治的発言力がアメリカにおさえられていて弱いという
ようにならない方向をめざして、独自の政治プレーヤーとな
る必要があり、６万人の平和部隊（軍隊）がいるのだ──。
　こんなふうに彼は誇らしく語りながら、ワシントンのネオ
コンの意向ばかりうかがっている安倍政権の永田町の政治家
のみで決定する九条改憲は、東アジアでの軍拡競争への引き
金になりかねないと批判、市民排除の改憲手続き法づくりの

おかしさにも言及した。
　確かに安倍政権の改憲政策への批判的スタンスはある。し
かし、軍事力による「平和」、経済のグローバリゼーションの
拡大（国境をこえたEUの結成は、EUとその他の国の人びと
との壁をひたすら高くしている現実無視）をまったく疑って
いない基調講演。
　次は五十嵐敬喜の運動論。石原慎太郎都知事の人気の高さ
や安倍が首相になっている現状は、市民（大衆）が右（自民党）
を押し上げ、「左」が市民と結合できなくなっている結果と語
り、全世帯数の半分が一人暮らしであるような東京のような
都市では、その一人暮らしの人に届く情報がマスコミしかな
い。運動と討論のプロセスに、そうした人をどうまきこめる
のか、と彼はまず問題提起。無関心な「豊かな」生活にひたる
若者とどうコミュニケーションするかとも論ずる。そして、
彼もEU憲法づくりの法の共同体をめざしたプロセスを高く
評価して話をしめた。
　ディスカッションは、高成田と辻元清美と菅直人が参加
（司会：高野孟）。会場からこらえきれない抗議の声「菅さん
あんた九条守る気があるのか！」「改憲手続き法をどうする
のだ！」が飛び出した。ようするにあたりさわりのない報告
と討論に終始。正直、力のはいらない、はぐらかされたよう
な気分におちいる集まりであった。

（天野恵一／事務局）

報告◉東京▶シンポジウム「憲法を国民の手に」　　　　　　　　　　   （主催：フォーラム平和・人権・環境）




